
目  的  次の事業を営むことを目的とする。 

⑴ バスケットボールチームの事業運営全般 

⑵ バスケットボールの興行 

⑶ バスケットボール選手の養成及び指導並びにその施設等の経

営 

⑷ バスケットボール教室等各種イベントの開催及びスポーツ施

設の経営 

⑸ スポーツの普及及び振興活動 

⑹ 運動用品、衣料品、玩具、印刷物、酒類、飲食物等の販売 

⑺ 飲食店の経営 

⑻ スポーツに関する書籍及び出版物の刊行 

他８事業を営むことを目的とする。 

事業実績   プロバスケットボールチームの運営、バスケットボールスクー

ル、チアスクール実施 

 

 

 

 

議案第１７８号 

 

総合研修センターの指定管理者の指定について 

 

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和元年１１月２５日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦       

 

管理を行わせる

公の施設の名称

及び所在地 

指 定 管 理 者 
指 定 期 間 

住 所 名称及び代表者名 

 

総合研修センター 

 

川崎市川崎区日

進町５番地１ 

 

 

川崎市中原区

上小田中６丁

目22番５号 

 

 

社会福祉法人川崎市社会福祉

協議会 

会長 佐藤 忠次 

 

令和３年４月１日 

から 

令和８年３月31日

まで 

 

議案第１７８号

令和元年１１月２５日提出

      川崎市長  福　田　紀　彦



 

参考資料 

 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会の概要 

代 表 者  会長 佐藤 忠次 

設  立  昭和３８年２月１４日 

資産総額  １６億１１６万７，２３１円 

職 員 数  理事２１名、監事３名、職員５４９名 

目  的  川崎市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業

の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉

の推進を図ることを目的とする。 

事業実績  ⑴ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

⑵ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

⑶ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、

調整及び助成 

⑷ ⑴から⑶のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を

図るために必要な事業 

⑸ 区社会福祉協議会の相互の連絡及び調整の事業 

⑹ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

⑺ 共同募金事業への協力 

⑻ 川崎市福祉パルの受託経営 

⑼ 福祉人材バンクの業務の実施 

⑽ ボランティア活動の振興 

⑾ 川崎市あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業、成年

後見事業） 

⑿ 福祉サービス利用事業 



 

参考資料 

 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会の概要 

代 表 者  会長 佐藤 忠次 

設  立  昭和３８年２月１４日 

資産総額  １６億１１６万７，２３１円 

職 員 数  理事２１名、監事３名、職員５４９名 

目  的  川崎市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業

の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉

の推進を図ることを目的とする。 

事業実績  ⑴ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

⑵ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

⑶ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、

調整及び助成 

⑷ ⑴から⑶のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を

図るために必要な事業 

⑸ 区社会福祉協議会の相互の連絡及び調整の事業 

⑹ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

⑺ 共同募金事業への協力 

⑻ 川崎市福祉パルの受託経営 

⑼ 福祉人材バンクの業務の実施 

⑽ ボランティア活動の振興 

⑾ 川崎市あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業、成年

後見事業） 

⑿ 福祉サービス利用事業 

 

⒀ ふくし相談事業 

⒁ 居宅介護等事業の経営 

⒂ 介護保険法に基づく第１号訪問事業の経営 

⒃ 障害福祉サービス事業の経営 

⒄ 川崎市高齢社会福祉総合センター（人材開発研修センター・

保健福祉研究センター）指定管理者 

⒅ 社会福祉法人経営改善支援事業 

⒆ 地域生活支援ＳＯＳかわさき事業 

⒇ 老人いこいの家指定管理者 

( 2 1 ) 老人福祉センター指定管理者 

( 2 2 ) 老人福祉・地域交流センター指定管理者 

( 2 3 ) その他この法人の目的達成のため必要な事業 

 

 




